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「議案第７７号 総社市事務分掌条例の一部改正について」 

の修正案提出について 

 

 地方自治法第１１５条の３及び総社市議会会議規則第１７条の規定により，上記の修

正案を次のとおり提出いたします。 

 

 

「議案第７７号 総社市事務分掌条例の一部改正について」の修正案 

 

総社市事務分掌条例の一部改正案の一部を次のように修正する。 

 

本則中新旧対象表の改正後の欄中「あたたか市民部」を「市民生活部」に，改正前の

欄中「市民生活部」を「市民生活部」に改める。 

 附則第２項及び第３項を削り，附則第４項を附則第２項とする。 

 


